
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 平成２９年７月に、経済産業省が「ＪＩＳ Ｚ８２１０」改正 

案内の人がいる場所 案内の人がいない場所 

    改正前のＪＩＳ規格によるピクトグラムのルール 

案内所における標準案内用図記号の使用について 
資料３－２ 

東京都産業労働局 

○ 改正前、都では観光案内所について「  」のピクトグラムを使用 

案内の人の有無に関係なく使用 案内の人がいる場所 

  平成２９年７月の改正後、ＪＩＳ規格が以下のように変更 

観光案内所では 
どちらの選択も可能 

○ 改正後、観光案内所には「  」「  」を選んで使用可能 

都の観光案内所の表示は、全て「   」に統一 

※東京2020大会開催前を目途に、順次更新予定 


